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<お問い合わせ> 袖ケ浦市役所 保育幼稚園課 認定･給付班 

Tel ０４３８－６２－３２７６   Fax ０４３８－６２－３８７７ 
様式等は袖ケ浦市ホームページからも入手できます。 

  「袖ケ浦市役所 保育幼稚園課」で検索してください。 

袖ケ浦市役所 保育幼稚園課  

 

令和７年４月１日時点 

令和７年 5 月以降の入所の申込期限は、各月の前月５日までです 

（５日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります） 

 

なお、市外の保育所（園）をご希望の方は、取り急ぎご相談ください 

☆育児休業給付金の延長手続き変更に伴い、令和７年４月入所以降の保育所等 

入所申込手続きを見直していますのでご注意ください。※３２ページ参照 

☆令和７年４月１日から、育児休業給付金の延長手続きの際は「市に保育所等の

利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要です（市の受付印は

不要です）。必要な方は、市へ提出する前にご自身でコピーを取るなどの対応

をお願いします。 

★育児休業給付金に関する各種手続きについては市ではお答えできませんので、

事前にハローワークにお問い合わせください。 
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★私立保育園 

⑪スクルドエンジェル保育園 望海園 

⑫スクルドエンジェル保育園 神納園 

⑬クニナ袖ケ浦保育園 

⑭袖ケ浦どろんこ保育園 

⑮まなびの森保育園長浦 

★地域型保育事業（0～2歳児） 

⑱みどりの風保育園 

⑲スクルドエンジェル保育園 
袖ケ浦園Ⅰ 

⑳スクルドエンジェル保育園 
袖ケ浦園Ⅱ 

㉑アレッタ袖ケ浦園 

㉒スクルドエンジェル保育園 
袖ケ浦園Ⅲ 

㉓キッズガーデンひまわり 

㉔みらいっ子るーむ（家庭的 

保育事業） 

★公立保育所 

①福王台保育所 

②久保田保育所 

③根形保育所 

④平川保育所 

★認定こども園 

⑯認定こども園まりん 

⑰百目木どろんこ保育園 

★私立保育園 

⑤昭和保育園 

⑥長浦保育園 

⑦白ゆり保育園 

⑧大空保育園 

⑨みどりの丘保育園 

⑩ユーカリ保育園 
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１ 保育所等（２号・３号認定）の目的 

保護者が労働、病気、出産等で児童を保育できない場合に、保護者に代わり保育することです。 

※教育の場である幼稚園等とは目的が異なります。 

「入学前の教育」「集団生活に慣らす」「周りに遊び相手がいない」等は、入所の理由になりません。 

 

２ 保育所等（２号・３号認定）入所事由 
市内在住 かつ 保護者が下記の事由のため、保育を必要とすると認められる場合。 

（１） 就労 

フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む。 

※１ヶ月に６４時間以上（休憩時間を除く）就労していること。 

（２） 妊娠・出産 

出産予定日以前８週間に当たる日が属する月の初日から、出産日後８週間を経過する日の翌日が

属する月の末日まで※出産予定日から実際の出生日が前後した場合、認定期間が変更となる場合があ

ります。 

（例）出産（予定）日が８月 １日の場合、６月１日～ ９月３０日の間。 

出産（予定）日が８月３１日の場合、７月１日～１０月３１日の間。 

（３） 疾病等 

（ア） 入院・疾病 おおむね１ヶ月以上の入院又は家庭において病床についている。 

（医師の診断により、児童の保育に支障があると認められる場合） 

（イ）心身障がい者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている。 

（４） 介護・看護 

同居の親族が疾病・心身の障がいのため、医師が必要と認め看護に従事する。 

もしくは、障がい者等を介護する。 

※障がい児等の通学のため、他の児童の保育ができない場合も含む。 

（５） 災害復旧 

地震、洪水、火災等で居宅等を失ったり大破したため、その復旧に従事している。 

（６） 求職 

求職活動中もしくは起業準備中である。 

入所月の翌々月５日までに１ヶ月６４時間以上（休憩時間を除く）の就労証明書の提出が必要です。 

※求職による保育所入所後、就労ができなかった等の理由で退所となった場合、

当該年度に限り再度求職事由での入所申込みはできません。 

（７） 就学・技能習得等 

就学又は職業訓練を受けている。※１ヶ月に６４時間以上。 

（８） その他 上記以外で、保護者が明らかに保育できない場合。 
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３ 申込み 

保育所等（２号・３号認定）の新規入所申請受付日程 

入所を希望 

する月 

令和７年度 

令和７年４月 
令和７年５月から 

   令和８年２月まで 
令和８年３月 

受付期間 
令和６年１１月 １日（金）から 

令和６年１２月１０日（火）まで 

入所希望月の 

前月５日まで ※ 

受付して 

おりません 
受付場所 保育幼稚園課 保育幼稚園課 

入所日 ４月１日 毎月１日 

児童の面接 入所内定後、保育所等で実施 入所内定後、保育所等で実施 

備考 
市外の保育所等をご希望の場合は 

取り急ぎご相談ください 

※５日が土日祝日の場合は 

その前の開庁日 
 

 

 

令和７年度クラス編成 

※クラス年齢は令和７年４月１日現在の年齢です。年度内は基準日（４月１日）のクラスになります。 

クラス 生年月日 

５歳児クラス 平成３１（２０１９）年４月２日 ～ 令和 ２（２０２０）年４月１日 

４歳児クラス 令和 ２（２０２０）年４月２日 ～ 令和 ３（２０２１）年４月１日 

３歳児クラス 令和 ３（２０２１）年４月２日 ～ 令和 ４（２０２２）年４月１日 

２歳児クラス 令和 ４（２０２２）年４月２日 ～ 令和 ５（２０２３）年４月１日 

１歳児クラス 令和 ５（２０２３）年４月２日 ～ 令和 ６（２０２４）年４月１日 

０歳児クラス 令和 ６（２０２４）年４月２日 ～ 現在 

 

 

育児休業明けの入所申込みについて 

復帰日 入所申請可能月 例えば… 

１日から１５日 前月１日 8/ 1 ～8/15 復帰⇒７月 1 日より入所申請可（〆切は 6 月５日） 

１６日以降 当月１日 8/16～8/31 復帰⇒８月 1 日より入所申請可（〆切は 7 月５日） 

・３月中に復帰予定⇒２月入所申請  ・４月前半に復帰予定⇒２月入所申請（３月入所がないため） 

※育児休業に関する給付金については、会社や給付元（ハローワークなど）にご確認ください 

 

 

育児休業明けの職場復帰について 

入所 職場復帰 例えば… 

４月入所～１月入所 翌月の１５日まで 
４月１日入所 ⇒ ５月１５日までに職場復帰 

１月１日入所 ⇒ ２月１５日までに職場復帰 

２月入所 ４月１５日まで 
２月１日入所 ⇒ ４月１５日までに職場復帰 

※３月１日入所がないため、４月１５日までに復帰.する

方は２月１日入所申請が可能です。 
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◆入所保留  

４ 申込みから入所までのスケジュール 
 

 教育・保育給付認定申請書類等提出 

･･ ･･※令和７年４月入所受付は令和６年 11 月１日から 12 月 10 日まで 

･････※年度途中での受付は利用希望月の前月５日まで 

 

 

 

 

 

 

 保育の必要性の確認  

 

 

 入 所 審 査  

 

 

 審査結果通知 ･･･････････毎月１５日以降（４月入所を除く） 

 認定証の交付       審査後に「保育利用決定通知書」または「保育利用保留通知書」を 

郵送します。 

※令和７年４月入所の結果は、令和７年２月中旬を予定 

 

 

 

 入所の内定  

 

 

 

 

 面 接 等  

 

 

 

 

 入 所  

※１号認定（教育標準時間）の申込みは、直接希望する保育施設へお問い合わせください。 
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・保育利用保留通知書に同封している教育・保育給付認定証は、保育

の必要性を認定するもので、入所を決定するものではありません。 
  
・次月以降も審査を継続し、保育の利用が決定した場合は改めて連絡
します。※次月以降保留の場合には、保留通知書は郵送しません。 

  
・認可外保育施設、一時預かり等をご利用の場合は、希望する保育施

設へ直接お申込みください。 
 
・内定を辞退した方には保留通知書は発行いたしませんのでご注意く
ださい。 

※近隣市の〆切日 

市原市  令和６年１１月 １日（一次）、翌年１月２４日（二次） 

木更津市 令和６年１２月１０日（一次）、翌年２月２８日（二次） 

君津市  令和６年１１月２９日（一次）、翌年１月３１日（二次） 

※市外の保育施設への入所申請も袖ケ浦市で行っていただきます（３１ページ参照） 

※各市の〆切日より７営業日前までに保育幼稚園課へ提出してください。 

保護者から保育所等へ 

連絡し、面接日の調整 



５ 提出書類 
 

申し込みには、以下の(１)～(５)のすべてが必要です。 

※令和７年４月１日から、育児休業給付金の延長手続きの際は「市に保育所等の利用申し込みを 

行ったときの申込書の写し」の提出が必要です（市の受付印は不要です）。 

必要な方は、市へ提出する前にご自身でコピーを取るなどの対応をお願いします。 
 
 

＜全員必要＞ 
 

□ (１)教育・保育給付認定申請書 

□ (２)入所申込児童の状態 

□ (３)母子健康手帳のコピー（予防接種のページ） コピーはご自身で用意してください。 

□ (４)保育所への入所基準を確認できる書類 <◆表１>を参照してください。 

□ (５)保護者全員と入所申込み児童の個人番号（マイナンバー）が 

記載された書類（マイナンバーカード・通知カード） 

※同一世帯で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方がいる 

場合は、手帳のコピー（等級などの記載欄）の提出が必要です。 

なお、申し込みの後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合は、手帳のコピーを提出してください。 

※袖ケ浦市外の保育所を希望する場合、別途提出が必要となる書類がある場合があります。 
 
 

< ◆表１ 保育所への入所基準を確認できる書類 >  コピーはご自身で用意してください。 

事 由 必 要 書 類 区 分 

就労 

勤務先が記入した就労証明書 

（１ヶ月に６４時間以上（休憩時間を除く）就労していることが 
わかる、申請日から３か月以内に発行されたもの） 

標準・短時間 

自営業 
就労状況等申告書、確定申告書のコピー 

（開業後間もない場合は「開業届のコピー」） 標準・短時間 

農業 
農業等経営実態調査票、就労状況等申告書、確定申告書のコピー 

（開業後間もない場合は「開業届のコピー」） 標準・短時間 

妊娠・出産 母子健康手帳（分娩予定日（出産日）のページ）等 標準 

疾病等 
医師の診断書（療養の内容、期間など記載したもの）又は障害者手

帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のコピー、申立書 
標準 

介護・看護  

介護・看護が必要な人の診断書（療養の内容、期間など記載したも

の）又は介護保険被保険者証・障害者手帳・精神障害者保健福祉手

帳・療育手帳のコピー、申立書 

標準・短時間 

災害復旧 罹災証明書、申立書 標準 

求職 申立書（求職用）※ 短時間 

就学・技能習得 学生証のコピー＋授業時間のわかるもの（カリキュラム） 標準・短時間 

「区分」欄：「標準」は保育標準時間認定、「短時間」は保育短時間認定のことです。（５ページ参照） 

※入所基準に該当しない場合や提出書類に不備や不足があった場合は、受付できませんのでご

注意ください。 

※「求職」を事由として申請した方で求職中に入所が決まった場合、入所月の翌々月５日まで

に１ヶ月６４時間以上（休憩時間を除く）の就労証明書を提出していただく必要があります。

「求職」事由の延長はできません。期日までに提出がない場合は入所施設を退所することと

なります。 

－４－  

 



６ 教育・保育給付認定申請 
保育所等に入所する際には、市から保育の必要性についての教育・保育給付認定を受けることが必要

となります。 

保育所等への入所を申請された場合、教育・保育給付認定証は入所の有無にかかわらず交付されます。

また認定の区分は、子どもの年齢や保育の必要性、保護者の働く時間などにより異なり、教育・保育給

付認定証は子ども一人に一枚ずつ交付されます。 

 

◆ 認定される内容の概要 

１号認定は、教育を希望される場合に認定されます。 

２号及び３号認定は、保育の必要量に応じて「保育標準時間」、「保育短時間」に分類されます。 

※月６４時間以上１２０時間未満の就労でも、就労の時間帯や通勤時間を考慮して「保育標準時間」

認定とすることがあります。詳しくは申込みの際にご相談ください。 
 

認定区分 利用可能施設 児童の年齢 
保育の

必要性 
教育・保育時間 

３号 
保育所 

認定こども園 

出生～ 

３歳の誕生日の前々日 
あり 保育標準時間 

１日１１時間 

※月 120 時間 

以上就労 

保育短時間 

１日８時間 

※月 64 時間 

以上就労 ２号 
３歳の誕生日の前日〜

就学前 
あり 

１号 
幼稚園 

認定こども園 
３歳～５歳 なし 

教育標準時間 

１日４時間 

 

◆ 保育所・認定こども園（２号・３号）利用のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 時間外・延長保育を利用するには 

勤務の都合により、通常保育時間以外に延長保育が必要な方は、入所決定後、ご利用施設へ 

お問い合わせください。 

なお、延長保育は、保育料とは別に料金が掛かります。 

延長保育料については、直接各施設にお問い合わせください。 

－５－ 

保育時間（１１時間）

保育時間（８時間）

Ａさん

・標準時間（１１時間）

　認定＋延長

Ｂさん

・短時間（８時間）

　認定

Ｃさん

・短時間（８時間）

　認定＋延長

開所時間

　　※保育の必要量に応じた認定区分で利用できる時間帯を超える場合は、「延長保育」となります。

延長保育※ 延長保育※

延長保育※



７  延長保育時間  

  

－６－ 

平日
時間

福王台保育所

久保田保育所

根形保育所

平川保育所

昭和保育園

長浦保育園

白ゆり保育園

大空保育園

みどりの丘保育園

ユーカリ保育園
有

料

有

料

スクルドエンジェル
保育園望海園
スクルドエンジェル
保育園神納園

クニナ袖ケ浦保育園

袖ケ浦
どろんこ保育園
まなびの森保育園
長浦

認定こども園まりん

百目木
どろんこ保育園

みどりの風保育園

スクルドエンジェル

保育園袖ケ浦園Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

アレッタ袖ケ浦園

キッズガーデン
ひまわり

みらいっ子るーむ

土曜

時間

福王台保育所

久保田保育所

根形保育所

平川保育所

昭和保育園

長浦保育園

白ゆり保育園

大空保育園

みどりの丘保育園

ユーカリ保育園

スクルドエンジェル
保育園望海園
スクルドエンジェル
保育園神納園

クニナ袖ケ浦保育園

袖ケ浦
どろんこ保育園
まなびの森保育園
長浦

認定こども園まりん

百目木
どろんこ保育園

みどりの風保育園

スクルドエンジェル保育園

袖ケ浦園Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

アレッタ袖ケ浦園

キッズガーデン
ひまわり

みらいっ子るーむ

10 11

【保育標準時間認定の方】

有料

18 19 20 21 22

保育時間（１１時間）
有

料

12 13 14 15 16 17

保育時間（１１時間） ※16時以降要延長申請

6 7 8 9

保育時間（１１時間）

保育時間（１１時間） 有料

保育時間（１１時間） 有料

保育時間（１１時間） 有料

保育時間（１１時間） 有料

保育時間（１１時間） 有料

保育時間（１１時間） 有料

保育時間（１１時間） 有料

保育時間（１１時間） 有料

18

保育時間（１１時間） 有料

保育時間（１１時間） 有料

保育時間（１１時間） 有料

13 14 15

有

料
保育時間（１１時間）

有

料

保育時間

6 7 8 9 10 11 12 19 20 21 2216 17

18 19 20 21 22

保育時間 有料

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

有料 保育時間

保育時間 13時以降の保育なし

※12時以降要延長申請

保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間

保育時間

有

料
保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間 有料

6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 2212 13 14 15 16 17

保育時間 有料

保育時間 有料



 

※延長保育時間は変更となる可能性がありますので、各保育所等へご確認ください。  

－７－ 

平日

時間

福王台保育所

久保田保育所

根形保育所

平川保育所

昭和保育園

長浦保育園

白ゆり保育園

大空保育園

みどりの丘保育園

ユーカリ保育園

スクルドエンジェル
保育園望海園
スクルドエンジェル
保育園神納園

クニナ袖ケ浦保育園

袖ケ浦
どろんこ保育園
まなびの森保育園
長浦

認定こども園まりん

百目木
どろんこ保育園

みどりの風保育園

スクルドエンジェル保育園

袖ケ浦園Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

アレッタ袖ケ浦園

キッズガーデン
ひまわり

みらいっ子るーむ

土曜

時間

福王台保育所

久保田保育所

根形保育所

平川保育所

昭和保育園 ※12時以降要延長申請

長浦保育園

白ゆり保育園

大空保育園

みどりの丘保育園

ユーカリ保育園

スクルドエンジェル
保育園望海園
スクルドエンジェル
保育園神納園

クニナ袖ケ浦保育園

袖ケ浦
どろんこ保育園
まなびの森保育園
長浦

認定こども園まりん

百目木
どろんこ保育園

みどりの風保育園

スクルドエンジェル保育園

袖ケ浦園Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

アレッタ袖ケ浦園

キッズガーデン
ひまわり

みらいっ子るーむ

18 19 20 21 2212 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

有

料
保育時間 有料

保育時間 有料

有料 保育時間 有料

有料 保育時間 有料

有料 保育時間 有料

保育時間 有料

有料 保育時間 有料

有料 保育時間 有料

有料 保育時間 有料

有料 保育時間 有料

有料 保育時間 有料

有料 保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間 有料

有料 保育時間 有料

有

料
保育時間 有料

保育時間 有料

保育時間 13時以降の保育なし

17 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22

6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

有料 保育時間（８時間） 有料

保育時間

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

有料 保育時間（８時間） 有料

18 19 20 21 22

有料 保育時間（８時間） 有料

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

【保育短時間認定の方】



８  施設等利用給付  
施設等利用給付とは、認可外保育施設や一時預かり保育などで支払った利用料につ

いて給付する制度です。ただし、給付される金額に上限があります。 

給付を受けるためには、施設等利用給付の認定が必要となり、「保育の必要性」の認

定を受けている児童であれば、施設等利用給付の認定を受けることができます。 

施設等利用給付の認定の手続きなどの詳細については、お問い合わせください。 

 

１ 対象となる児童  

以下の条件を満たしている必要があります。 

（１）３歳～５歳の児童 または、０歳～２歳の住民税非課税世帯に属する児童 

ただし、児童の年齢は、誕生日ではなく４月１日が基準日となります。 

（２）「保育の必要性」について申請し、認定を受けている方が対象です。 

対象となる児童が、「保育の必要性」の認定を受けており、入所保留となっている場 

合には「施設等利用給付の認定に係る案内」をお送りしています。 

認可外保育施設や一時預かりなどをご利用する場合は、案内をご確認の上、必要書類 

等を保育幼稚園課までご提出ください。 

通知書に記載している有効期間が切れている場合には給付の対象となりません。 

また、通知書に記載している保育の事由や住所、氏名等に変更が生じた場合には、速やかに届

出をお願いします。 

 

２ 対象となるサービス 

・一時預かり事業 

・認可外保育施設 

・病児保育事業 

・ファミリー・サポートセンター事業（保育に関するサービスのみ） 

ただし、施設の所在市町村の確認を受けているサービス事業者が対象となります。 

「施設等利用給付」を受けることのできる施設かどうか事前に利用施設にご確認ください。 

利用を希望する場合は、直接各事業者へお申し込みください。 

 

３ 給付の上限額 

 

対象者 給付の月額上限額 

０歳児～２歳児の住民税非課税世帯 ４２，０００円 

３歳児～５歳児 ３７，０００円 

※児童の年齢は、誕生日ではなく、４月１日が基準日となります。 

※複数のサービスを利用した場合は、合算した額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

－８－  



９  入所待ち児童補助金  
保育所等に入所を申し込んだものの、定員に空きがないなどの理由で、すぐに入所で

きず「保留」となっている方は、入所待ち児童補助金を利用できます。 

入所待ち児童補助金は、認可外保育施設や一時預かり保育で支払った利用料について

補助する制度です。 

ただし、補助金額に上限額があります。 

申請期限などの詳細は、お問い合わせください。 

 

１ 対象となる児童  

以下の条件を満たしている必要があります。 

（１）０歳～２歳の住民税課税世帯に属する児童 

ただし、児童の年齢は、誕生日ではなく４月１日が基準日となります。 

（２）「保育の必要性」について申請し、認定を受けている方が対象です。 

ただし、「求職活動」または「育児休業」を事由としている方は、補助対象外となります。 

また、実態として求職活動中や育児休業中の方は、補助対象外となります。 

認定を受けている方には、「教育・保育給付認定証」をお送りしています。 

教育・保育給付認定証に記載している有効期間が切れている場合には給付の対象となりません

のでご注意ください。 

また、教育・保育給付認定証に記載している保育の事由や住所、氏名等に変更が生じた場合に

は、速やかに届出をお願いします。 

 

２ 対象となるサービス 

・一時預かり事業 

・認可外保育施設 

※月６４時間以上利用している必要があります。 

※事業所が従業員のために設置している保育施設や企業主導型保育施設は対象外です。 

 

３ 補助金額 

支払った利用料の半額を補助します。 

ただし、月額上限は２０，０００円となります。 
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１０  市内認可保育所等一覧表  

市 立 保 育 所 

項  目 内    容 

保育所名 

所在地 

電話番号 

ファクス 

施設定員 

福王台保育所 袖ケ浦市神納 2-19-4 
℡  

62-6060 

Fax 

62-6064 

施設定員 

120 名 

久保田保育所 袖ケ浦市久保田 1799-3 62-8331 62-8337 120 名 

根 形 保 育 所 袖ケ浦市下新田 106-1 63-0858 63-0874 120 名 

平 川 保 育 所 袖ケ浦市三箇 1965 75-2159 75-2779 90 名 

設置者 袖ケ浦市 

施設及び設備 保育棟、遊戯室、屋外遊技場 

受け入れ月齢 生後５７日目～ 

開所時間 

月～金：午前７時３０分～午後７時 

土 曜：午前７時３０分～午後１時 

（福王台・久保田保育所では土曜も午後７時まで延長保育を実施しています） 

通常保育時間 

《標準時間》月～金：午前７時３０分～午後６時３０分（１１時間） 

土 曜：午前７時３０分～午後１時 

《短 時 間》月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間） 

土 曜：午前７時３０分～午後１時 

延長保育時間 

（有料） 
※ 詳 細 は ６ ・ ７ ペ ー ジ 「 延 長 保 育 時 間 に つ い て 」 を ご 参 照 く だ さ い  

障がい児保育の 

状況 
集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 
３歳未満児は主食（ご飯）及び副食（おかず）を提供し、３歳以上児は副食を提供します 

※３歳以上児の副食費については、別途料金徴収有 

児童の送迎 
原則家庭送迎、ただし満３歳になった翌月以降で利用許可された児童はバス利用可能です。 

(運行区域・時間制限有) 

休日 日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

入所（園）の時期 家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の時期 家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

保護者会の有無 無 

園児服の有無 無 

その他の負担 カラー帽子、名札、クレヨン、防災ずきん等一部保護者負担あり 

保育方針 

１ 養護と教育が一体となった保育を通して子どもの育ちを支えます 

２ 保護者の状況や意向を受け止め、より良い協力関係を築きながら子育てを支えます 

３ 地域に開かれた保育所として、関係機関と連携をとりながら子育て支援に貢献します 

上記の他に 

保育所が自主的

に取り組んでい

る事業 

 

一時預かり事業：根形保育所 

子育て支援事業 園庭開放：全市立保育所 午前 9 時 30 分～11 時 30 分 

なかよし広場：３・４・８月を除き、第２・３・４木曜日、 

福王台保育所以外３か所で持ち回りで実施（無料） 

園庭の他、遊戯室も開放 午前 9 時 30 分～11 時 30 分 

世代間交流事業（地域高齢者等）：福王台保育所 
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私 立 保 育 園 

項  目 内       容 

保育園名 

所在地 

電話・ファクス 

昭和保育園 

袖ケ浦市奈良輪７８２－１ 

℡ 62-2427 ・ Fax 62-1969 

長浦保育園 

袖ケ浦市蔵波２５９８－１ 

℡ 62-2250 ・ Fax 62-2271 

設置者 
社会福祉法人 四恩会 

（園長  杉谷 乃百合） 

社会福祉法人 創幼福祉会 

（園長  小林 雄士） 

施設及び設備 保育棟、遊戯室、屋外遊技場 

施設定員 ９０名 １３０名 

受入れ月齢 生後５７日目〜 

開園時間 
月～金：午前７時～午後７時 

土 曜：午前７時～午後６時 

月～金：午前７時～午後８時 

土 曜：午前７時～午後７時 

通常保育時間 

《標準時間》 

月～金：午前８時～午後７時（11 時間） 

土 曜：午前８時～午後０時 

《短時間》 

月～金：午前８時～午後４時（8 時間） 
土 曜：午前８時～午後０時 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（１１時間） 

土 曜：午前７時～午後１時 

《短時間》 

月～金：午前８時 30 分～午後４時 30 分（8 時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後１時 

延長保育時間 

（有料） 
※詳細は６ ・ ７ ページ「延長保育時間について」を参照ください 

障がい児保育
の状況 

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 主食(ご飯)及び副食(おかず)を提供します（３歳児以上の主食費及び副食費は別途料金徴収有） 

児童の送迎 
原則家庭送迎、ただし３歳児クラス以上で利用許可された児童は、バス利用可能です。（運行区域・

時間制限有） 

休日 
日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月４日）、 

お盆休み（※日程は毎年保護者会との協議で決定） 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

※日曜、祝日は別途有料 

入所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

父母会の有無 有 無 

園児服の有無 有 （負担金有、３歳～） 有 （負担金有、３歳～） 

その他の負担 あり（保育園にお問い合わせください） あり（保育園にお問い合わせください） 

保育方針 

キリスト教による愛に基づいた保育 

１ 優しい心、強い身体 

２ 自立の習慣を身につける 

３ 正しく奇麗な言葉遣い 

４ 発見と創造力に富む 

５ 美しいものに感動する心 

子ども達の年齢別による発達段階をより豊か

な環境の中で「様々な体験」を通して育む 

 

 

 

 

上記の他に保

育園が自主的

に取り組んで

いる事業 

一時預かり事業 

子育て支援事業 

（子育て支援センター・ぱる） 

音楽指導・英語指導 

世代間交流事業 

 

子育て支援事業 

（子育て支援センター・すまいるらんど） 

病後児保育事業（マミー） 

休日保育事業（日曜・祝日、午前８時～午後５

時の保育） 

世代間交流事業 
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私 立 保 育 園 

項  目 内       容 

保育園名 

所在地 

電話・ファクス 

白ゆり保育園 

袖ケ浦市蔵波２５９２－１ 

℡ 38-3258 ・ Fax 38-3285 

大空保育園 

袖ケ浦市神納１１３６－１ 

℡ 53-8224 ・ Fax 53-8334 

設置者 
社会福祉法人 創幼福祉会 

（園長  天野 深雪） 

社会福祉法人 創幼福祉会 

（園長  小澤 美晴） 

施設及び設備 保育棟、遊戯室、屋外遊技場 

施設定員 １５０名 １２０名 

受入れ月齢 生後５７日目〜 

開園時間 
月～金：午前７時～午後８時 

土 曜：午前７時～午後７時 

月～金：午前７時～午後８時 

土 曜：午前７時～午後７時 

通常保育時間 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後１時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後１時 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後１時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後１時 

延長保育時間 

（有料） 
※詳細は６ ・ ７ ページ「延長保育時間について」をご参照ください 

障がい児保育
の状況 

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 主食(ご飯)及び副食(おかず)を提供します（３歳児以上の主食費及び副食費は別途料金徴収有） 

児童の送迎 
原則家庭送迎、ただし３歳児クラス以上で利用許可された児童は、バス利用可能です。（運行区域・

時間制限有） 

休日 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 

入所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

父母会の有無 無 無 

園児服の有無 有 （負担金有、３歳～） 有 （負担金有、３歳～） 

その他の負担 あり（保育園にお問い合わせください） あり（保育園にお問い合わせください） 

保育方針 
子ども達の年齢別による発達段階をより豊か

な環境の中で「様々な体験」を通して育む 

子ども達の年齢別による発達段階をより豊か

な環境の中で「様々な体験」を通して育む 

上記の他に保

育園が自主的

に取り組んで

いる事業 

子育て支援事業 

（子育て支援センター・ゆうゆう） 

音楽指導・体育指導・英語指導 

 

病児保育事業（体調不良児対応型） 
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私 立 保 育 園 

項  目 内       容 

保育園名 

所在地 

電話・ファクス 

みどりの丘保育園 

袖ケ浦市蔵波３１０８－１７７ 

℡ 97-5552 ・ Fax 97-5554 

ユーカリ保育園 

袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目２２番地３ 

℡ 40-5356 ・ Fax 40-5357 

設置者 
社会福祉法人 みどりの風 

（園長  露嵜 智至） 

社会福祉法人 里心会 

（園長  砂子 志津子） 

施設及び設備 保育棟、遊戯室、屋外遊技場 保育棟、屋外遊技場 

施設定員 ９０名 ６０名 

受入れ月齢 生後５７日目〜 

開園時間 
月～金：午前７時～午後７時 

土 曜：午前７時～午後７時 

月～金：午前７時～午後７時 

土 曜：午前７時～午後７時 

通常保育時間 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後１時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前７時～午後１時 

《標準時間》 

月～金：午前７時３０分～午後６時３０分（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後１時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前７時～午後１時 

延長保育時間 

（有料） 
※ 詳 細 は ６ ・ ７ ペ ー ジ 「 延 長 保 育 時 間 に つ い て 」 を ご 参 照 く だ さ い  

障がい児保育
の状況 

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 主食(ご飯)及び副食(おかず)を提供します（３歳児以上の主食費及び副食費は別途料金徴収有） 

児童の送迎 
原則家庭送迎、ただし３歳児クラス以上で利用許可された児童は、バス利用可能です。（運行区域・

時間制限有） 

休日 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 

入所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

父母会の有無 無 無 

園児服の有無 無 ただし体操服等有（負担金有、３歳～） 無 ただし体操服等有（負担金有、３歳～） 

その他の負担 保育用品購入代、絵本代・月々４００円程度等 保育用品購入代、絵本代月々４００円程度等 

保育方針 

それぞれの発達段階に適した豊かな環境の中

で、子ども自身の力を発見し、子どもが持つ自

発性、自主性を大切にして、自ら生きようとす

る力を育てます 

 

 

 

 

「個性を認め合い、生きる力を育てる」を保

育理念とし、それぞれの得意なことを引き出

し、個々の力を認め合える関わり方を心がけ

ます。 

子ども達が自然とお友達の個性を受け止め、

自分の意思を伝えあいながら、力を合わせて

一つのことを成し遂げる喜びを培えるように

します。 

上記の他に保

育園が自主的

に取り組んで

いる事業 

千葉県自然環境保育認証 

一時預かり事業 

病後児保育事業 

子育て支援事業（子育て支援センター・はぐくみ） 

高齢者との交流事業 

英語指導 音楽指導 

使用済みオムツの廃棄 

療育相談 

病児保育事業（体調不良児対応型） 

英語プログラム 

リトミック 

体操指導 
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私 立 保 育 園 

項  目 内       容 

保育園名 

所在地 

電話・ファクス 

スクルドエンジェル保育園 望海園 

袖ケ浦市袖ケ浦駅前２丁目１４番地６ 

℡ 42-1743 ・ Fax 42-1745 

スクルドエンジェル保育園 神納園 

袖ケ浦市神納２７２２－３ 

℡ 42-1045 ・ Fax 42-1046 

設置者 
ＳＯＵキッズケア株式会社 

（園長  支倉 浩子） 

ＳＯＵキッズケア株式会社 

（園長  高岡 礼乃） 

施設及び設備 保育室、給食室、園庭 保育室、給食室、遊戯コーナー、園庭 

施設定員 ７６名 ７０名 

受入れ月齢 生後５７日目〜 

開園時間 
月～金：午前７時～午後７時 

土 曜：午前７時～午後７時 

月～金：午前７時～午後７時 

土 曜：午前７時～午後７時 

通常保育時間 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後６時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後４時３０分 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後６時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後４時３０分 

延長保育時間 

（有料） 
※ 詳 細 は ６ ・ ７ ペ ー ジ 「 延 長 保 育 時 間 に つ い て 」 を ご 参 照 く だ さ い  

障がい児保育
の状況 

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 
主食(ご飯)及び副食(おかず)を提供します（３歳児以上の主食費及び副食費は別途料金徴収有） 

※お弁当持参日があります。 

児童の送迎 家庭送迎 家庭送迎 

休日 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 

入所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

父母会の有無 無 無 

園児服の有無 無 無 

その他の負担 あり（保育園にお問い合わせください） あり（保育園にお問い合わせください） 

保育方針 

一人ひとりの子どもの状況や発達過程を踏ま

え、子どもが自ら伸びゆく力を愛情を持って

支える 

子ども、家庭、職員が共に成長できる保育園

を目指す 

家庭的な雰囲気の中で、保育者に対して安心

感と信頼感を持てるような関わりを持つ 

一人ひとりの子どもの状況や発達過程を踏ま

え、子どもが自ら伸びゆく力を愛情を持って

支える 

子ども、家庭、職員が共に成長できる保育園

を目指す 

家庭的な雰囲気の中で、保育者に対して安心

感と信頼感を持てるような関わりを持つ 

上記の他に保

育園が自主的

に取り組んで

いる事業 

幼児教育プログラム、幼児体育 

モンテッソーリをとりいれた遊び 

保育ＩＣＴサービス導入（乳児用午睡センサ

ー、アプリケーションを使った連絡等） 

寝具の衛生管理 

オムツの定額使い放題サービス（希望者のみ） 

使用済みオムツの廃棄 

幼児教育プログラム、幼児体育 

モンテッソーリをとりいれた遊び 

保育ＩＣＴサービス導入（乳児用午睡センサ

ー、アプリケーションを使った連絡等） 

寝具の衛生管理 

オムツの定額使い放題サービス（希望者のみ） 

使用済みオムツの廃棄 

－１４－  



私 立 保 育 園 

項  目 内       容 

保育園名 

所在地 

電話・ファクス 

クニナ袖ケ浦保育園 

袖ケ浦市神納２９４２－２ 

℡ 62-8008 ・ Fax 62-8009 

設置者 
社会福祉法人 美咲会 

（園長  小川 晶子） 

施設及び設備 保育棟、屋外遊戯場 

施設定員 １３０名 

受入れ月齢 生後５７日目〜 

開園時間 
月～金：午前７時～午後８時 

土 曜：午前７時～午後６時 

通常保育時間 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後６時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間） 

土 曜：午前８時３０分～午後４時３０分 

延長保育時間 

（有料） 
※ 詳 細 は ６ ・ ７ ペ ー ジ 「 延 長 保 育 時 間 に つ い て 」 を ご 参 照 く だ さ い  

障がい児保育
の状況 

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 主食(ご飯)及び副食(おかず)を提供します（３歳児以上の主食費及び副食費は別途料金徴収有） 

児童の送迎 
原則家庭送迎、ただし３歳児クラス以上で利用許可された児童は、バス利用可能です。（運行区域・

時間制限有） 

休日 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 

入所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

父母会の有無 無 

園児服の有無 無 

その他の負担 
カラー帽子（入園時）、シーツ（０・１歳児）、ワーク・月刊本（3 歳以上児～月 400 円程度）、  

園 T シャツ（2 歳児～） 

保育方針 

意欲・・・愛された子どもは困難を乗り越える力を身につけます。 

心・・・・愛された子どもは自分も友だちも愛することができるようになります。 

個性・・・愛された子どもは自分の個性に磨きをかけ、友だちの個性を尊重します。 

上記の他に保

育園が自主的

に取り組んで

いる事業 

英語レッスン（2 歳児～）、空手指導（4 歳児～） 

一時預かり事業、病児保育事業（体調不良児対応型）、世代間交流事業、療育相談 

アレルギー対応、寝具の衛生管理、使用済みオムツの廃棄、土曜日給食提供 

保育園見学、育児相談 
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私 立 保 育 園 

項  目 内       容 

保育園名 

所在地 

電話・ファクス 

袖ケ浦どろんこ保育園 

袖ケ浦市奈良輪８０１－１ 

℡ 97-7913 ・ Fax 97-7915 

まなびの森保育園長浦 

袖ケ浦市蔵波９５－１ 

℡・Fax 97-7898 

設置者 
社会福祉法人 どろんこ会 

（施設長  小松 聡子） 

株式会社こどもの森 

（園長  弘川 悠 ） 

施設及び設備 保育室、駐輪場、園庭、やぎ小屋 保育棟、屋外遊戯場 

施設定員 ９０名 ９０名 

受入れ月齢 生後５７日目〜 

開園時間 
月～金：午前７時～午後８時 

土 曜：午前７時～午後８時 

月～金：午前７時～午後８時 

土 曜：午前７時～午後８時 

通常保育時間 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後６時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後４時３０分 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後６時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後４時３０分 

延長保育時間 

（有料） 
※ 詳 細 は ６ ・ ７ ペ ー ジ 「 延 長 保 育 時 間 に つ い て 」 を ご 参 照 く だ さ い  

障がい児保育
の状況 

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 主食(ご飯)及び副食(おかず)を提供します（３歳児以上の主食費及び副食費は別途料金徴収有） 

児童の送迎 家庭送迎 家庭送迎 

休日 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 

入所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

父母会の有無 無 無 

園児服の有無 無 無 

その他の負担 あり（保育園にお問い合わせください） あり（保育園にお問い合わせください） 

保育方針 

【にんげん力。育てます。】 「にんげん力」を身につ

けるために必要な遊び・野外体験を提案実践し、“自分

で考え、行動する思考”を育み、課題や困難に向き合

うたくましい未来を創ります。 

【センス・オブ・ワンダー】子どもが“畑仕事・稲刈

り・ヤギや鶏の世話などの労働”や、“自然の中での体

験”を通して、ものの性質や身近な事象・生命の尊

さ・食材や食の循環に気づくことができるように、10 

よりも 100 の経験を与え、子どもが“したいと思う

活動”を安全に行えるように見守り、支援してゆきま

す。  

豊かな人間性と信頼感を育む共感の保育を創

造します 

現在を最もよく生き、希望の未来を創り出す

力の基礎を培います 

基本的な生活習慣を養い、落ち着いた雰囲気

の中で情緒の安定と健全な成長の基礎を培い

ます 

様々な経験を通して、豊かな感性を育てます 

上記の他に保

育園が自主的

に取り組んで

いる事業 

子育て支援事業（子育て支援センター・ちきん

えっぐ） 

リトミック、体操指導 

栽培活動、科学遊び、 

近隣職場体験、持ち物簡略化、 

使用済みオムツの廃棄  

オムツのサブスク      など 
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認 定 こ ど も 園 

項  目 内       容 

保育園名 

所在地 

電話・ファクス 

認定こども園まりん 

袖ケ浦市袖ケ浦駅前２丁目３４番地２ 

℡ 38-5101 ・ Fax 38-5102 

百目木どろんこ保育園 

袖ケ浦市百目木 200 番地 

℡ 40-5318 ・ Fax 40-5329 

設置者 
社会福祉法人 創幼福祉会 

（園長  鳥海 真由美） 

社会福祉法人 どろんこ会 

（施設長 齋藤 みどり） 

施設及び設備 保育棟、遊戯室、屋外遊技場 保育室、駐輪場、園庭、やぎ小屋 

施設定員 １５０名（2 号・3 号）、９０名（1 号） ７５名（2 号・3 号）、４５名（1 号） 

受入れ月齢 生後５７日目〜 

開園時間 
月～金：午前７時～午後８時 

土 曜：午前７時～午後７時 

月～金：午前７時～午後８時 

土 曜：午前７時～午後８時 

通常保育時間 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後１時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後１時 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後６時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後４時３０分 

延長保育時間 

（有料） 
※ 詳 細 は ６ ・ ７ ペ ー ジ 「 延 長 保 育 時 間 に つ い て 」 を ご 参 照 く だ さ い  

障がい児保育
の状況 

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 主食(ご飯)及び副食(おかず)を提供します（３歳児以上の主食費及び副食費は別途料金徴収有） 

児童の送迎 

家庭送迎、ただし３歳児クラス以上で利用許可

された児童は、バス利用可能です。（運行区域・

時間制限有） 

家庭送迎 

休日 
年末年始(１２月２９日～１月３日） 

※日曜日、祝日は別途有料 
日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 

入所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

父母会の有無 無 無 

園児服の有無 有 （負担金有、３歳～） 無 

その他の負担 
特定教育費（０歳から５歳 月々１，５００円）、

保育用品購入代、絵本代（月々４００円程度） 
あり（保育園にお問い合わせください） 

保育方針 

子ども達の年齢別による発達段階を、より豊

かな環境の中で「さまざまな経験」を通して

育む 

【にんげん力。育てます。】 「にんげん力」を身につ

けるために必要な遊び・野外体験を提案実践し、“自分

で考え、行動する思考”を育み、課題や困難に向き合

うたくましい未来を創ります。 

【センス・オブ・ワンダー】子どもが“畑仕事・稲刈

り・ヤギや鶏の世話などの労働”や、“自然の中での体

験”を通して、ものの性質や身近な事象・生命の尊

さ・食材や食の循環に気づくことができるように、10 

よりも 100 の経験を与え、子どもが“したいと思う

活動”を安全に行えるように見守り、支援してゆきま

す。  

上記の他に保

育園が自主的

に取り組んで

いる事業 

一時預かり事業（さんご） 

子育て支援事業 

（子育て支援センター・きらら） 

病児保育事業（くらげ） 

休日保育事業（日曜、祝日の保育） 

子育て支援事業（子育て支援センター・ちきん

えっぐ） 
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小 規 模 保 育 事 業 

項  目 内       容 

保育園名 

所在地 

電話・ファクス 

みどりの風保育園 

袖ケ浦市蔵波３１０８番地１８ 

℡ 38-5666 ・ Fax 38-5667 

スクルドエンジェル保育園  袖ケ浦園Ⅰ・Ⅱ 

袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目３９番地１０ 

ゆりまち袖ケ浦駅前モール内２階 

℡ 42-1553 ・ Fax 42-1554 

設置者 
社会福祉法人 みどりの風 

（園長  前田 麻衣） 

ＳＯＵキッズケア株式会社 

（袖ケ浦園Ⅰ園長  西澤 生子） 

（袖ケ浦園Ⅱ園長  市田 亜樹） 

施設及び設備 保育室、給食室 保育室、給食室 

施設定員 １９名（０歳：５名、１歳：７名、２歳：７名） 
Ⅰ １９名（０歳：５名、１歳：７名、２歳：７名）  

Ⅱ １９名（０歳：５名、１歳：７名、２歳：７名）  

受入れ月齢 生後５７日目〜３歳未満児 

開園時間 
月～金：午前７時～午後７時 

土曜：午前７時～午後７時 

月～金：午前７時～午後７時 

土曜：午前７時～午後７時 

通常保育時間 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後１時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前７時～午後１時 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後６時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後４時３０分 

延長保育時間 

（有料） 
※ 詳 細 は ６ ・ ７ ペ ー ジ 「 延 長 保 育 時 間 に つ い て 」 を ご 参 照 く だ さ い  

障がい児保育
の状況 

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 あり（連携施設から搬入） あり（施設内調理）※お弁当持参日があります。 

児童の送迎 家庭送迎 家庭送迎 

休日 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 

入所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

もしくは３歳になった年の年度末のどちらか早い方 

父母会の有無 無 無 

園児服の有無 無 無 

その他の負担 あり（保育園にお問い合わせください） あり（施設内調理）※お弁当持参日があります。 

保育方針 

それぞれの発達段階に適した豊かな環境の中

で、子ども自身の力を発見し、子どもが持つ自

発性、自主性を大切にして、自ら生きようとす

る力を育てます 

 

一人ひとりの子どもの状況や発達過程を踏ま

え、子どもが自ら伸びゆく力を愛情を持って

支える 

子ども、家庭、職員が共に成長できる保育園

を目指す 

家庭的な雰囲気の中で、保育者に対して安心

感と信頼感を持てるような関わりを持つ 

上記の他に保

育園が自主的

に取り組んで

いる事業 

一時預かり事業 

異年齢交流 

使用済みオムツの廃棄 

 

 

幼児教育プログラム、幼児体育 

モンテッソーリをとりいれた遊び 

保育ＩＣＴサービス導入（乳児用午睡センサ

ー、アプリケーションを使った連絡等） 

寝具の衛生管理 

オムツの定額使い放題サービス（希望者のみ） 

使用済みオムツの廃棄 
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小 規 模 保 育 事 業 

項  目 内       容 

保育園名 

所在地 

電話・ファクス 

アレッタ袖ケ浦園 

袖ケ浦市袖ケ浦駅前１－３１－１５ 

℡ 42-1616 ・ Fax 42-1616 

 

スクルドエンジェル保育園 袖ケ浦園Ⅲ 

袖ケ浦市袖ケ浦駅前１－３９－１３ 

ウィザースレジデンス袖ケ浦Ⅱ内１階 

℡ 73-3624 ・ Fax 77-7499 

設置者 
株式会社エテルノ 

（園長  溝口 志保） 

ＳＯＵキッズケア株式会社 

（園長  早川 真知子） 

施設及び設備 保育室、給食室、園庭 保育室、給食室、遊戯コーナー、園庭 

施設定員 １９名（０歳：６名、１歳：６名、２歳：７名） １９名（０歳：５名、１歳：７名、２歳：７名） 

受入れ月齢 生後５７日目〜３歳未満児 

開園時間 
月～金：午前７時～午後７時 

土 曜：午前７時～午後６時 

月～金：午前７時～午後７時 

土 曜：午前７時～午後７時 

通常保育時間 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後６時 

《短時間》 

月～金：午前８時～午後４時（８時間） 

土 曜：午前８時～午後４時 

《標準時間》 

月～金：午前７時～午後６時（11 時間） 

土 曜：午前７時～午後６時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

土 曜：午前８時３０分～午後４時３０分 

延長保育時間 

（有料） 
※ 詳 細 は ６ ・ ７ ペ ー ジ 「 延 長 保 育 時 間 に つ い て 」 を ご 参 照 く だ さ い  

障がい児保育
の状況 

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 あり（施設内調理） あり（施設内調理）※お弁当持参日があります。 

児童の送迎 家庭送迎 家庭送迎 

休日 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 

入所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

もしくは３歳になった年の年度末のどちらか早い方 

父母会の有無 無 無 

園児服の有無 無 無 

その他の負担 あり（保育園にお問い合わせください） あり（保育園にお問い合わせください） 

保育方針 

子どもの一人一人の発達に合わせた基本的な

生活習慣を身に付けます。 

一人一人の子どもの主体性を尊重し、子ども

の自己が発揮されるよう環境を構成します。 

音楽や自然、楽しい食事を通して様々な感覚

を味わいます。 

家庭、地域と連携を取り、子どもが安心して

快適に過ごせるようにします。 

一人ひとりの子どもの状況や発達過程を踏ま

え、子どもが自ら伸びゆく力を愛情を持って

支える 

子ども、家庭、職員が共に成長できる保育園

を目指す 

家庭的な雰囲気の中で、保育者に対して安心

感と信頼感を持てるような関わりを持つ 

 

上記の他に保

育園が自主的

に取り組んで

いる事業 

一時預かり事業（余裕活用型） 

子育て支援事業：園内開放、育児相談など 

ICT サービスの導入 

使用済みオムツの廃棄 

 

 

幼児教育プログラム、幼児体育 

モンテッソーリをとりいれた遊び 

保育ＩＣＴサービス導入（乳児用午睡センサ

ー、アプリケーションを使った連絡等） 

寝具の衛生管理 

オムツの定額使い放題サービス（希望者のみ） 

使用済みオムツの廃棄 
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事 業 所 内 保 育 事 業 

項  目 内       容 

保育園名 

所在地 

電話・ファクス 

キッズガーデンひまわり 

袖ケ浦市蔵波２７１３番地９ 

℡ 63-4012・Fax 63-8863 

設置者 
社会医療法人社団 さつき会 

（施設長  川名 克弘） 

施設及び設備 保育室、給食室 

施設定員 ２８名（０歳：５名、１歳：１１名、２歳：１２名） 

受入れ月齢 生後５ヶ月〜３歳未満児 

開園時間 
月～金：午前７時～午後７時 

土 曜：午前７時～午後７時 

通常保育時間 

《標準時間》 

月～金：午前７時３０分～午後６時３０分（11 時間） 

土 曜：午前７時３０分～午後１時 

《短時間》 

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分（８時間） 

土 曜：午前７時３０分～午後１時 

延長保育時間 

（有料） 
※ 詳 細 は ６ ・ ７ ペ ー ジ 「 延 長 保 育 時 間 に つ い て 」 を ご 参 照 く だ さ い  

障がい児保育
の状況 

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください 

給食の状況 あり（施設内調理） 

児童の送迎 家庭送迎 

休日 日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日） 

入所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が発生したときの翌月の初日 

退所（園）の 
時期 

家庭で保育ができない状況が消滅したときの月の末日 

もしくは３歳になった年の年度末のどちらか早い方 

父母会の有無 無 

園児服の有無 無 

その他の負担 あり（保育園にお問い合わせください） 

保育方針 

家庭的な雰囲気を大切にし一人ひとりの発育や発達に応じて丁寧な関わりを心掛けその子らしさ

が育つ援助をする 

子どもの安全と安心を基本とし自ら伸びる力を育てる多様性のある保育をする 

個性を尊重し心身ともに健康で情緒豊かな調和のとれた子どもの育ちを支える 

 

【１４  家庭的保育事業（みらいっ子るーむ）利用案内（２５ページ）】もご参照ください  
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１１  バスの運行  

保護者による送迎が原則ですが、各保育所等とも通園バスを運行しています。 

３歳児クラス（公立は満３歳になった翌月）から利用できますが、手続きが必要です。 

「利用申請書」を提出し、許可された方のみ通園バスを利用できます。 

運行区域は、原則として保育所ごとに次の区域内とし、運行経路は、利用児童分布、交通事情等を

考慮のうえ４月に決定し、停留所は概ね５００メートル以上ごとに設定します。 

 

※運行時間は、迎えが午前８時～９時位、送りが午後４時～５時位となります。 

  詳細につきましては、ご利用の保育所等でご確認ください。 

 

保育所(園)名 運   行   区   域 

福王台保育所 坂戸市場、奈良輪、神納、福王台、袖ケ浦駅前 

久保田保育所 蔵波、久保田、代宿、久保田代宿入会地、蔵波台、長浦駅前 

根形保育所 飯富、下新田、三ツ作、大曽根、野田、勝、のぞみ野、岩井、蔵波台 

平川保育所 

永地、下泉、上泉、野里、高谷、三箇、永吉、川原井、林、岩井 

百目木、横田、大鳥居、下根岸、阿部、堂谷、打越、大竹、滝の口、 

吉野田、玉野、上宮田、下宮田、三黒、谷中 

昭和保育園 坂戸市場、奈良輪、神納、福王台、今井、蔵波、代宿 

長浦保育園 蔵波、蔵波台、長浦、福王台、袖ケ浦駅前 

白ゆり保育園 奈良輪、蔵波、蔵波台、長浦、福王台、神納 

大空保育園 坂戸市場、奈良輪、今井、蔵波、蔵波台、福王台 

みどりの丘保育園 
蔵波、蔵波台、長浦、今井、袖ケ浦駅前、福王台、飯富、大曽根、 

のぞみ野 

ユーカリ保育園 奈良輪、袖ケ浦駅前、坂戸市場、福王台、神納、今井 

クニナ袖ケ浦保育園 長浦、蔵波、蔵波台、福王台、奈良輪、袖ケ浦駅前、神納 

認定こども園まりん 奈良輪、福王台、今井、蔵波台、神納、長浦 
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１２  給食  
乳幼児期の食事は、健康な体づくりや味覚の形成だけでなく、楽しく食事をしながら好ましい食習慣

の基礎を築くという大きな意味をもっています。保育所等の給食は、年齢や発達の特性に応じて食事を

提供することはもちろんですが、さらに給食を通じて、望ましい食習慣の形成や食事についての正しい

理解、衛生についての知識を得るなど、保育の上でも大きな柱となっています。 

 

 

Ⅰ 給食の基本形態 

[月曜日～金曜日] ０ 歳 児･･･調乳・離乳食 

１・２歳児･･･主食（ご飯）、副食（おかず）、おやつ（午前、午後） 

３歳以上児･･･【公立】副食、おやつ（午後）、主食は持参してください。 

･･･【私立】主食、副食、おやつ（午後） 

３歳以上児の副食、おやつは実費負担となります。 

公立は月額４，８００円、私立は各園にお問い合わせください。 

 

[ 土 曜 日 ] ０ 歳 児･･･調乳・おやつ 

１歳以上児･･･おやつ 

時間外・延長保育の必要な方は、おかず入りのお弁当持参となります。 
 

  アレルギー配慮食  医師の診断により配慮食を提供しています。 

入所決定後、保育所等にご相談下さい。 

 

 

Ⅱ  副食費の免除（保育所（園）・認定こども園の入所児童が対象）  

（１）免除対象者  次のいずれかに該当する児童は副食費が免除されます。  

① 所 得 割 額 が ５ ７ ， ７ ０ ０ 円 未 満 の ２ 号 認 定 児 童  

② 所 得 割 額 が ７ ７ ， １ ０ １ 円 未 満 の ひ と り 親 世 帯 も し く は 障 害 世 帯 の ２ 号 認 定 児 童  

③ 所 得 割 額 が ５ ７ ， ７ ０ ０ 円 以 上 ７ ７ ， １ ０ １ 円 未 満 の 第 ２ 子 以 降 の ２ 号 認 定 児 童  

④ 負 担 額 算 定 基 準 子 ど も か ら 数 え て 第 ３ 子 以 降 の ２ 号 認 定 児 童  

※ 「 第 ３ 子 以 降 の 児 童 」 と は 、 未 就 学 児 の み を 数 え て ３ 番 目 以 降 の 児 童 で す 。  

 

 （２）市税に変更があった場合  

① ～ ③ に 該 当 す る 場 合 で あ っ て も 、 年 度 途 中 で 市 税 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 そ の

年 度 内 に 限 り 、 さ か の ぼ っ て 再 度 判 定 し ま す 。  

例 え ば 、 １ ０ 月 以 降 に 市 税 の 増 額 更 正 （ 変 更 ） が 行 わ れ 、 免 除 対 象 外 と な っ た 場

合 は 、 １ ０ 月 ま で さ か の ぼ っ て 副 食 費 を お 支 払 い い た だ く こ と に な り ま す 。  
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１３  保育料  
 

Ⅰ  ３歳児クラス～５歳児クラスの児童  

令 和 元 年 １ ０ 月 か ら の 幼 児 教 育 ・ 保 育 無 償 化 の 制 度 開 始 に 伴 い 、保育料は無料に  

な っ て い ま す 。  

（ 通 園 送 迎 費 、 食 材 料 費 、 行 事 費 な ど は 保 護 者 の 負 担 に な り ま す ）  

 

 

Ⅱ  ０歳児クラス～２歳児クラスの児童  

（１）算定 

お子さんの年齢、保護者の市民税所得割額により各階層を決定します。 
 

 施設を利用する月 市民税該当年度 

利用月と 

市民税年度 

４月分から８月分まで 
令和６年度 市民税の所得割額 

（令和５年１月から令和５年１２月までの収入で 

決定された課税額） 

９月分から３月分まで 
令和７年度 市民税の所得割額 

（令和６年１月から令和６年１２月までの収入で 

決定された課税額） 

※当年度市民税課税証明書については、当年度の６月頃から発行されます。 

 

 

（２）決定通知書 

保育料は入所月の中旬に決定します。各保護者あてに保育料決定通知書にてお知らせします。 

納入指定期限は原則月末ですが、同封するお知らせをご確認ください。 

 

 

（３）納入方法 

口座振替をご利用ください。 

決定通知に同封の口座振替依頼書を口座のある金融機関にご提出ください。 

取扱い金融機関（令和７年４月１日現在） 

千葉銀行 君津市農業協同組合 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行  

みずほ銀行 千葉興業銀行 京葉銀行 君津信用組合  

千葉信用金庫 中央労働金庫 館山信用金庫 ゆうちょ銀行（関東のみ） 

 

 

※保育料を滞納すると、督促状や催告書の送付のほか、  

滞納処分（差押え・児童手当の振替等）を行うことがあります。  
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1子 2子 1子 2子

0 0 0 0

0

0

12,000 0 5,500 0

11,800 0 5,400 0

16,000 0 8,000 0

15,700 0 7,850 0

20,000 0 9,000 0

19,600 0 8,800 0

20,000 10,000 20,000 10,000

19,600 9,800 19,600 9,800

25,000 12,500 25,000 12,500

24,500 12,250 24,500 12,250

30,000 15,000 30,000 15,000

29,500 14,750 29,500 14,750

35,000 17,500 35,000 17,500

34,400 17,200 34,400 17,200

39,000 19,500 39,000 19,500

38,300 19,150 38,300 19,150

46,000 23,000 46,000 23,000

45,200 22,600 45,200 22,600

53,000 26,500 53,000 26,500

52,100 26,050 52,100 26,050

【保育料の決め方】

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

3

４

５

６

８

７

９

次の控除（税額控除）は適用しません。これらの控除がある場合は、控除がなかったものとして

税額を計算します。

◎寄付金控除、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除

申告等により市民税の課税額が修正された場合、当該年度中に限り再算定します。

同一の世帯で次の施設に入所しているか、サービスを受けているお子様がいる場合、第２子は半

額、第３子以降は保育料が全額免除になります。

◎保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援等

市民税所得割額が77,101円未満の世帯は、就学後のお子様も含めて第１子、第２子、第３子以降
と数えます。

235,000円以上

301,000円未満

「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する世帯をいいます。
 　ア）母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの。
　 イ）在宅障害者（児）のいる世帯。

301,000円以上

349,000円未満

349,000円以上

令和７年４月１日現在の年齢で算定します。

所得割課税額等の算定は、保護者の課税額の合計で算定しますが、同一世帯の祖父母等が家計の
主宰者であると判断される場合は、その方の市民税所得割額により算定します。

１０

１１

市町村民税

課税世帯

48,600円未満

48,600円以上

73,000円未満

73,000円以上

77,101円未満

77,101円以上

97,000円未満

97,000円以上

133,000円未満

133,000円以上

169,000円未満

169,000円以上

235,000円未満

１

2

令和７年度　保育料階層表

定義（市民税所得割額）

一般世帯 ひとり親世帯等

３歳未満 ３歳未満

階層

区分

生活保護世帯等

市町村民税

非課税世帯

均等割額を含め

0円
0 0 0

上段が標準時間、下段が短時間

標準

短時間

標準

短時間

標準

短時間

標準

短時間



１４  家庭的保育事業（みらいっ子るーむ）  利用案内  
Ⅰ 対象児童 

市内に住民登録があり、教育・保育給付認定を受けている 生後６ヶ月から２歳児までの 

児童 

 

Ⅱ 申込みから入所までのスケジュール及び申込み方法  

  ２ページ 〜 ４ページをご参照ください。 

 

Ⅲ 実施概要 

項   目 内     容 

所在地・連絡先 福王台３丁目１０番地３０ TEL・FAX 0438-63-5558 

設置者 袖ケ浦市 

委託先 

（連絡先） 

長浦保育園 蔵波２５９８番地１ 

TEL 62-2250 FAX 62-2271 

施設及び設備 保育室 

施設定員 ５名 

受入れ月齢 生後６ヶ月から３歳未満児 

保育時間 
月～金 午前 ８時３０分 から 午後 ５時３０分 

土   午前 ８時３０分 から 午後 １時００分 

延長保育時間（有料） 土   午後 １時００分 から 午後 ５時３０分 

障がい児保育の状況 集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談ください。 

給食の状況 なし ※ミルクや離乳食・お弁当を持参してください 

児童の送迎 家庭送迎 

休日 日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

入所と退所の時期 

入所：毎月１日 

退所：保育の必要性の認定の期間満了の月末 

もしくは ３歳になった年の年度末      のどちらか早い方 

父母会の有無 なし 

園児服の有無 なし 

その他の負担金 あり（委託先にお問い合わせください） 
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Ⅳ  入所期間と保育時間の延長等  

 

○入所期間とは 

３歳未満の児童で、家庭や就労等の状況に応じて必要と認められる期間 

（年度途中に３歳に達した場合は、当該年度末まで） 

原則として毎年、次年度の継続意思の調査と、家庭や就労等の状況を確認します。 

その結果、家庭保育可能と認められる場合は、教育・保育給付認定の取消（退所）となります。 

 

○時間外・延長保育とは 

勤務の都合により必要に応じて利用するものです。（入所後、委託先と別途手続きあり） 

延長保育は、保育料とは別に料金が掛かります。 

 

お休みする場合は必ず連絡をお願いします。  

 

 

Ⅴ  保育料  

（１）算定（次ページ基準額表を参照） 

・令和７年４月からの保育料は、保護者の令和６年度分市民税所得割の額（令和７年９月以降は 

令和７年度分）により、階層ごとの月額が決定します。 

（月額…基本的に、認可保育所の保育料月額から６，０００円を引いた額） 

・兄弟で保育所、幼稚園又は認定こども園に入所の場合は、下の子の保育料が軽減されます。 

 

（２）決定通知・納入通知書 

保育料は入所月の中旬に決定し、納入通知書を各保護者あてに配布します。  

納 入 指 定 期 限 は 原 則 月 末 で す が 、 同 封 の お 知 ら せ で ご 確 認 く だ さ い 。  

口 座 振 替 で の 対 応 が で き ま せ ん の で 、 ご 承 知 お き く だ さ い  

 

 （３）納入方法  

毎月１５日頃に配布する納入通知書でお支払いください。 

 

納付場所 袖ケ浦市役所、平川行政センター、長浦行政センター、市内金融機関 
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保育料徴収基準額表（家庭的保育事業）  

各月初日の児童の属する世帯の階層区分 月額保育料 

（円） 階層区分 定義 

１ 生活保護世帯等 ０  

２－０ 階層 1 を除き、当該年度分

の市町村民税非課税世帯 

ひとり親世帯等 ０ 

２－１ ひとり親世帯等以外の世帯 ０ 

３－０ 階層１を除き、当該年度分

の市町村民税課税世帯で

あって、その所得割額が次

の区分に該当するもの 

４８，６００円 

未満 

ひとり親世帯等 ５,０００  

３－１ ひとり親世帯等以外の世帯 ６,０００  

第４ ７３,０００円未満 １０,０００  

第５ 
７３,０００円以上 

９７,０００円未満 
１４,０００  

第６ 
９７,０００円以上 

１３３,０００円未満 
１９,０００  

第７ 
１３３,０００円以上 

１６９,０００円未満 
２４,０００  

第８ 
１６９,０００円以上 

２３５,０００円未満 
２９,０００  

第９ 
２３５,０００円以上 

３０１,０００円未満 
３３,０００  

第１０ 
３０１,０００円以上 

３４９,０００円未満 
４０,０００  

第１１ ３４９,０００円以上 ４７,０００  

【保育料の決め方】  

① 令和７年４月１日現在の年齢で保育料を計算します。 

② 所得割課税額等の算定は、保護者の課税額の合計で算定しますが、同一世帯の祖父母等が 

家計の主宰者であると判断される場合は、その方の市民税所得割額により算定します。  

③ 次の控除（税額控除）は適用しません。これらの控除がある場合は、控除がなかったものとして税

額を計算します。  

◎寄付金控除、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除  

④ 申告等により市民税の課税額が修正された場合、当該年度中に限り再算定します。  

⑤「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する世帯をいいます。  

    ア）母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの  

    イ）在宅障害者（児）のいる世帯  

⑥ 同一の世帯で次の施設に入所しているか、サービスを受けているお子様がいる場合、第２子は半額、

第３子以降は保育料が全額免除になります。  

◎保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援等  

⑦ 市民税所得割額が 77,101 円未満の世帯は、就学後のお子様も含めて第１子、第２子、第３ 

子以降と数えます。 
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１５ 認定内容の変更等 
次の場合は、提出書類及び印鑑をご持参のうえ、速やかに保育幼稚園課で手続きを

してください。変更月の前月の５日まで（5 日が土日祝日の場合はその前の開庁日ま

で）の提出をお願いします。 

 

１ 「保育の必要性の事由」が変わるとき 

保育を必要とする事由に応じ、「教育・保育給付認定変更申請書」に下表の必要書類と発行済みの教育・

保育給付認定通知書兼認定証を添付のうえ、ご提出ください。 

※認定は月単位で行っております。月途中での変更は行っておりません。 
 

変 更 後 の 事 由 
必要書類（保育を必要とする事由が確認できる書類） 

★マークがあるものは、袖ケ浦市が定めた様式をご利用ください。 

就労 

 

※月６４時間以

上の勤務 

（休憩・通勤時

間を除く）が

条件 

会社員等 ★勤務先が記入した就労証明書 

自営業経営者 

①★就労状況等申告書 

②確定申告書のコピー 

（開業後間もない場合は「開業届のコピー」） 

自営業の家族協力者 

①★就労状況等申告書 

②経営者の確定申告書のコピー 

（開業後間もない場合は「開業届のコピー」） 

農業経営者 

①★農業等経営実態調査票 

②★就労状況等申告書 

③確定申告書のコピー 

（開業後間もない場合は「開業届のコピー」） 

農業の家族協力者 

①★農業等経営実態調査票 

②★就労状況等申告書 

③経営者の確定申告書のコピー 

（開業後間もない場合は「開業届のコピー」） 

妊娠・出産（出産の前後） 
母子健康手帳（①表紙、②分娩予定日のわかるページ）の

コピー 

疾病等（病気療養中） 

①医師の診断書（療養の内容、期間など記載したもの）又

は障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のコ

ピー 

②★申立書（自由記載用） 

育児休業 

※既に入所（園）している児童のみ 

育児休業期間の記載された★就労証明書、又は辞令等のコ

ピー 

介護・看護 

①介護・看護が必要な人の診断書（療養の内容、期間など

記載したもの）又は介護保険被保険者証・障害者手帳・

精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のコピー 

②★申立書（自由記載用） 

求職活動 ★申立書（求職用） 

就学・技能習得 

※月６４時間以上の授業時間が条件 

①学生証のコピー 

②授業時間のわかるもの（カリキュラム等） 
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２ 世帯の状況や記載内容が変わるとき 
 

変 更 内 容 提 出 書 類 

就労の状況が変化した（雇用元、就

労先、雇用形態、勤務時間など） 

①教育・保育給付認定変更申請書 

②勤務先が記入した就労証明書 

父母の離婚等による世帯員の減少 

①教育・保育給付認定変更申請書 

②教育・保育給付認定申請内容変更届 

③世帯状況の変更が確認できる書類（戸籍謄本・受理証明書等） 

父母の婚姻等による世帯員の増加 

①教育・保育給付認定変更申請書 

②教育・保育給付認定申請内容変更届 

③増員した保護者の個人番号（マイナンバー） 

④保育の必要性を確認できる書類（就労証明書等（上表『１「保育

の必要性の事由」が変わるとき』のとおり」） 

障がい児（者）のいる世帯になった 

①教育・保育給付認定内容変更届 

②身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のコピー

（等級などの記載欄） 

市内で住所を変更 
教育・保育給付認定申請内容変更届 

保護者又は児童の姓が変わった 

その他、提出した書類の内容に変更

があった 

変更後の書類を持参の上、保育幼稚園課の窓口までお越しくださ

い。 

 

 

３ その他 
 

変 更 内 容 提 出 書 類 

保育所をやめる 
①保育所退所等届 

②教育・保育給付認定通知書兼認定証 

保育所を長期間お休みする 
保育利用停止届 

保育施設にもお休みすることを伝えてください 

市外へ転出する 

※継続して入所を希望する場合は

ご相談ください。 

①保育所退所等届 

②教育・保育給付認定通知書兼認定証 

別の保育所に転園したい 

※定員等により希望どおりになら

ないこともあります 

①保育所変更届 

②入所申込児童の状態 

市民税の変更があった ※まずはご一報ください 

 

※毎年、次年度の継続意思の調査と、家庭や就労等の状況を確認します。 

状況確認により家庭保育可能と認められる場合は、教育・保育給付認定の取消（退所）となります。 

※「教育・保育給付認定通知書兼認定証」はお持ちの方のみ提出してください。 
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１６ 保育施設を長期間お休みするとき 
事情により入所月の翌月以降に月の初日から１か月以上保育施設をお休みする場合は、

「保育利用停止届」を提出してください。保育の利用停止は「月ごと（１日から末日まで）」

となります。 

また、保育施設にもお休みすることを伝えてください。 

 

お休みできる期間は、最長で２か月間です。３か月目の間に登所（登園）を開始できない場合は退所

となります。 

 

※お休み中も保育料は満額かかります。 

※やむを得ない事由があり、お休みの期間が２か月を超える場合は、事前に保育幼稚園課にご相談く

ださい。 

※退所後に改めて入所を希望する場合は、入所の申込をする必要があります。 

 

 

例 ４月１５日からお休みした場合 

４/１   ４/１５     ５/１       ６/１       ７/１    ７/１５    ７/３１ 

登所 

登園 
お休み 

お休み 

１か月目 

お休み 

２か月目 
お休み 

登所 

登園 

 

 

 

※７月３１日までに登所（登園）を開始しないと退所になります。 

（７月３１日が保育施設の閉園日であっても退所となります。） 
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１７  市外の保育施設への申請  

１ 申請先の市区町村に転入（引っ越す）予定の場合 

（1）提出書類 

 申請先の市区町村が定める書類一式 

※袖ケ浦市では提出書類の過不足や記載内容等を確認できません。申請先の市区町村にご確認ください。 

※袖ケ浦市の定める申請書類の提出は不要です。 

 

（2）提出先 

 袖ケ浦市 保育幼稚園課 窓口 

※市区町村によっては、袖ケ浦市への提出ではなく、転入予定の市区町村に直接申請を行うよう定めている

場合がありますので、あらかじめ申請先の市区町村にご確認ください。 

 

（3）提出期限 

 申請先の市区町村が定める提出期限の 7 営業日前まで 

 

（4）その他 

・複数の市区町村に入所申請を行いたい場合は、上記内容と手続き方法が異なる場合がありますので、

袖ケ浦市保育幼稚園課までお問合わせください。 

２ 申請先の自治体に転入（引っ越す）予定が無い場合 

（1）申請要件の確認 

申請を希望する市区町村が定める要件を満たす場合に、入所申請を行うことが可能です。 

要件は市区町村ごとに異なりますので、申請の可否についてあらかじめ申請先の市区町村にご確認く

ださい（申請要件の代表例：保護者の勤務先がある、里帰り出産を行う等）。 

 

（2）提出書類 

・袖ケ浦市の定める申請書類一式 

・申請を希望する市区町村が別途定める書類 

※袖ケ浦市の定める申請書類については、４ページ「提出書類」をご確認ください。 

※申請を希望する市区町村が別途定める書類は、あらかじめ申請先の市区町村にご確認ください。 

 

（3）提出先 

 袖ケ浦市 保育幼稚園課 窓口 

 

（4）提出期限 

 申請先の市区町村が定める提出期限の 7 営業日前まで 

 

（5）その他 

・複数の市区町村に入所申請を行いたい場合は、上記内容と手続き方法が異なる場合がありますので、

袖ケ浦市保育幼稚園課までお問合わせください。 
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１８ 育児休業給付金の延長手続き変更に伴う保育所等入所申込の見直し 

１ 保育所等入所申込の見直しについて  

令和７年４月から育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更されることを踏まえ、令和７年４

月入所からの本市における保育所等入所申込手続きを見直します。 

 

育児休業等が終了して職場に復帰する場合、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延

長も許容できる」を了承される場合は、調整指数を減点して入所調整を行いますが、希望園に空きがあ

る場合は内定となります。 

 

 

２ 申込書の写しについて 

令和７年４月１日から、育児休業給付金の延長手続きの際は「市に保育所等の利用申し込みを行った

ときの申込書の写し」の提出が必要です（市の受付印は不要です）。 

必要な方は、市へ提出する前にご自身でコピーを取るなどの対応をお願いします。 

 

 

３ 内定辞退の取扱いについて 

入所内定後、内定を辞退した場合は、次回以降の入所調整において、調整指数を減点して入所調整を

行います。 

 

保育利用保留通知書は、内定に至らず保留となった方を対象としている通知書ですので、内定を辞退

した方には保留通知書は発行いたしませんのでご注意ください。 

 

 

※育児休業給付金に関する各種手続きについては市ではお答えできませんので、 

事前にハローワークにお問い合わせください。 

 

【参考】厚生労働省ホームページ 

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き 

 

 

 

【参考】厚生労働省リーフレット 

2025 年４月から保育所等に入れなかったことを 

理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります 

 

 

【参考】厚生労働省リーフレット 

保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について～ 

2025 年４月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です～ 
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１９ 入所に関するＱ＆Ａ 

 

 ＜教育・保育給付認定申請に関すること＞  
 

Ｑ１ 教育・保育給付認定とはどのようなものですか？ 

Ａ１ 教育・保育給付認定とは、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園や保育所、認定こども

園、小規模保育施設などを希望される場合に受けていただく手続きで、必要に応じた保育・教

育サービスを提供していくために保育の必要性や必要量を判定するものです。 

 

Ｑ２ 就労は月何時間以上だと保育認定対象となりますか？ 

Ａ２ 月１２０時間以上の就労で「保育標準時間」認定、月６４時間以上１２０時間未満では原則と

して「保育短時間」認定となります。月６４時間以上の就労がないと保育認定の対象とはなり

ません。 

なお、月６４時間以上１２０時間未満の就労でも、就労の時間帯や通勤時間を考慮して「保育

標準時間」認定とすることがあります。 

 

 

 ＜入所申請に関すること＞  
 

Ｑ３ 入所申請前に保育所の見学は必要ですか？ 

Ａ3 必須ではありませんが、できるだけ事前に保育所へ連絡のうえ、お子さんと一緒に見学してくだ

さい。保育内容や時間内に送迎可能か等についてご自身でご確認ください。施設の見学や保育

方針、諸費用についての説明を受けることもできます。 

 

Ｑ４ 就労証明書の記載内容が実際の勤務内容と異なっている場合はどうすればいいですか？  

Ａ４ 就労証明書は就労先の事業者が従業員の就労状況を証明するものです。記載内容に不明な点が

ある場合は、ご本人から就労先のご担当者様へ確認してください。 

 

Ｑ５ 求職中でも入所申請はできますか？ 

Ａ５ 入所申請は可能です。求職中に入所が決まった場合、入所月の翌々月５日までに１ヶ月６４時

間以上（休憩時間を除く）の就労証明書を提出していただく必要があります。期日までに提出

がない場合は退所となります。 

 

Ｑ６ 兄弟姉妹が既に入所している、もしくは兄弟姉妹同時の入所申請ですが、同じ保育所に入所で

きますか？ 

Ａ６ 兄弟姉妹児については入所調整基準で優先されますが、調整の結果、空き状況等により別々の

保育所になることもあります。 

 

Ｑ７ 妊娠中の子どもの４月からの入所申請をしたいのですが、出生前でも申し込みができますか？ 

Ａ７ ４月の入所申請のみ、出生予定のお子さまの仮申請ができます（氏名は空欄でご提出ください）。

仮申請ができるのは、４月１日時点で生後５７日目を迎えるお子さまとなります。出生後はす

みやかに本申請をしてください。なお、出生日が遅くなり４月１日時点で生後５７日目に満た

ない場合や、５月１５日までに復職せずに申請児童の育児休業を取得する場合は内定が取り消

されます。 
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Ｑ８ 保育施設の空き状況を教えてもらえますか？  

Ａ８ 市のホームページで市内保育施設の空き状況を公表していますのでご参照く

ださい。ただし、保育士の配置状況や急遽の退所等により空き状況が変動する

ことがあります。 

また、空きがあっても申請状況や保育士の配置状況によっては、必ず入所でき

るものではありませんのでご注意ください。 

 

Ｑ９ 希望する保育施設に空きがないと言われましたが、入所希望施設とすることはできますか？  

Ａ９ 希望する保育施設に空きがない状況でも、転園・退園などで急遽空きが生じる場合があります。

入所を希望する施設については、空きの有無に関わらず、利用したい順に申請してください。 

ただし、入所の内定が出た後に辞退することの無いよう、送迎の所要時間などを考慮して利用

可能な保育施設のみご記入ください。 

 

Ｑ１０ 利用の調整に係る指数表は確認できますか？  

Ａ１０ 入所に係る利用の調整は、利用の調整に係る指数表に基づき保育の必要性を 

点数化して行います。市のホームページで公表していますのでご参照ください。 

 

Ｑ１１ 袖ケ浦市外の保育所への入所申請はできますか？ 

Ａ１１ 市外の保育所を希望される場合は、保育所のある市区町村が定める要件（代表例：在勤など）

を満たす必要があります。市外の保育所であっても入所申請は袖ケ浦市で行っていただき、

市町村間で調整を行った後、市内の保育所と同様に袖ケ浦市から結果をお知らせいたします。 

※受付日程が、袖ケ浦市と異なる場合がありますので、希望市町村へご確認のうえご相談く

ださい。詳しくはＰ２8 の「１６ 市外の保育施設への申請」をご覧ください。 

 

Ｑ１２ 市内へ転入予定ですが、保育所・保育園等に入所申請を行えますか？ 

Ａ１２ 原則、入所希望月の前月末（令和７年 4 月の場合であれば令和７年 3 月 31

日）までに本市に転入していなければ入所申請はできません。 

市外在住者が袖ケ浦市の保育施設に入所を希望する場合も、入所申請は住民

票のある市町村で行います。その際は「転入に関する誓約書」を併せて提出し

てください。 

また、本市へ転入後、再度の入所申請が必要です。 

 

Ｑ１３ 市内へ転入予定はありませんが、保育所・保育園等に入所申請を行えますか？ 

Ａ１３ 転入予定のない市外在住者が袖ケ浦市の保育施設に入所を希望する場合は、

市内に保護者の勤務地があること、保護者が通勤の際に市内を通過すること、

市内に児童の祖父母宅があること、里帰り出産をすることの場合に限ります。 

ただし、利用調整上の指数が大幅に減点されるため、入所しづらい状況となり

ます。 

また、市外在住者が袖ケ浦市の保育施設に入所を希望する場合は、入所申請は

住民票のある市町村で行います。 
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Ｑ１４ 保育施設入所後も育児休業を取得し続けてもいいですか？ 

Ａ１４ 育児休業を取得している場合、入所が決まりましたら翌月１５日までの復職が必要となりま

す。４月に入所した場合は５月１５日までの復職が必要です（２月入所のみ翌々月の４月１

５日までの復職）。 

育児休業期間が満了でなくても、切り上げて復職いただく必要があります。 

 

Ｑ１５ 入所後の集団生活で特別な配慮が必要と考えています。どのように申請したらいいですか？ 

Ａ１５ 日常的に児童に対する特別な配慮が必要な場合（食事、健康状態、定期的な通院、障がいな

ど）には、事前に保育所に相談するようお願いします。 

また、保育幼稚園課への申請の際にもお子様の様子を詳しくお聞かせください。 

申請時に児童の心身の状態や障がい等について記載がなく、保育施設での面接や健康診断の

際に特別な支援が必要であると判断された場合は、お子さんの適切な保育環境の確保のため、

保育施設の体制によっては、加配保育士が配置できるまで入所をお待ちいただくことや、内

定が取消されることがあります。 

 

 

＜保育料に関すること＞  
 

Ｑ１６ 市立と私立の保育所で保育料に違いはありますか？ 

Ａ１６ 保育料に違いはありません。ただし、保育料以外に、給食費や延長保育料、私立保育園の園

児服、保護者会費などの費用（実費）がかかる場合がありますので、事前に保育所等に問い

合わせるなどしてご確認ください。 

 

Ｑ１７ 誕生日を迎えた翌月から保育料は変更になりますか？ 

Ａ１７ クラス及び保育料は当該年度４月１日時点の年齢で決定し、年度内の年齢区分の変更はあり

ません。 

なお、保育料の算定に関しましてはＰ２２〜Ｐ２３の「１３ 保育料」ご参照ください。 

 

Ｑ１８ 欠席した場合、保育料は日割計算されますか？ 

Ａ１８ 欠席については、日数にかかわらず日割計算はされません。また疾病、入院等で長期間欠席

された場合でも保育料や副食費が掛かる場合があります。 

 

Ｑ１９ 兄弟姉妹が同時入所している場合、保育料は安くなりますか？ 

Ａ１９ 多子軽減が適用されます。兄弟姉妹で入所する施設や教育・保育給付認定が異なる場合を問

わず、１号認定のお子さんについては小３から３歳児の範囲にいる兄弟姉妹の中で第何子か

をカウントし、２号・３号認定のお子さんについては、就学前から０歳の範囲で第何子かを

カウントします。その結果第２子にあたる場合は半額、第３子以降にあたる場合は無料とな

ります（教育・保育給付認定につきましては、Ｐ４の「６ 教育・保育給付認定申請」をご参

照ください）。 

また、世帯年収が３８０万円未満の多子世帯については、袖ケ浦市独自軽減が適用となり、

第２子から無償となります。 
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 ＜認定こども園に関すること＞  
 

Ｑ２０ 認定こども園を利用したい場合、手続きはどうすればいいのですか？ 

Ａ２０ ３歳以上で教育のみを希望される場合（１号認定に該当）は、認定こども園に直接申し込ん

でください。 

保育を希望される場合（２号認定及び３号認定）は、他の保育所への入所手続きと同じです。 

 

Ｑ２１ 認定こども園の入園選考（１号認定）は、誰が行うのですか？ 

Ａ２１ １号認定の入園選考は、認定こども園が行います。 

 

Ｑ２２ 認定こども園の保育料は誰が決めるのですか？ 

Ａ２２ 他の保育所と同様に、保護者の市民税所得割額に応じて、市が決定します。なお、保育料の

納付先は、市ではなく、認定こども園になります。 

 

Ｑ２３ 教育部分（１号認定）から保育部分（２号認定）に変更したい場合、手続きはどうすればい

いですか？ 

Ａ２３ 保育部分（２号認定）に変更したい場合は、市へ入所申請をしていただき、他の保育所に

入所を希望している申請者と同様に入所調整を行って、保育部分（２号認定）への変更の

可否を決定します。 

そのため、他の希望者よりも優先して保育部分（２号認定）に移ることはできません。また、

保育部分（２号認定）の定員に空きがない場合も移ることはできませんのでご注意ください。 

 

 

 ＜地域型保育事業（小規模保育事業・事業所内保育事業・家庭的保育事業）に関する事＞  
 

Ｑ２４ 地域型保育事業を卒園した後はどうなりますか？ 

Ａ２４ 地域型保育事業は３歳になった年の年度末までご利用いただけます。卒園後も継続して保育

が必要なため転園を希望する場合は、優先的に入所できるよう指数の加点があります。 

ただし、受入れ枠がない保育施設や希望が集中する保育施設のみ申請すると、入所できない

場合がありますので、できるだけ多くの保育施設を申請してください。 

 

 

 ＜その他＞  
 

Ｑ２５ 現在入所している保育所から転園を希望しているのですが、どのような手続きが必要です

か？ 

Ａ２５ 保育幼稚園課に「保育所変更届」「入所申込児童の状態」を提出してください。新規入所と同

様に調整を行いますが、定員等により希望どおりにならないこともあります。 

なお、育児休業中の転園の申込は、転園の翌月１５日までに復職する場合などを除き、原則

受け付けておりません。 

 

Ｑ２６ 仕事の変更等で、認定を受けた内容に変更があった場合は手続きが必要ですか？ 

Ａ２６ 必要です。認定を受けた内容に変更があった場合は、保育幼稚園課に届け出てください。就

労理由で認定を受けた方は退職されると入所資格が無くなりますのでご注意ください。また、

就労時間や就労先が変わった場合は、保育必要量が変更となることがあるため、保育幼稚園

課で手続きをしてください。詳しくはＰ２７の「１５ 認定内容の変更等」をご覧ください。 

－３６－  



Ｑ２７ 保育施設に通っている子が長期間お休み（休所・休園）できますか。 

Ａ２７ 事情により入所月の翌月以降に月の初日から１か月以上保育施設をお休みする場合は、 

「保育利用停止届」を提出してください。保育の利用停止は「月ごと（１日から末日まで）」

となります。 

お休みできる期間は、最長で２か月間です。３か月目の間に登所（登園）を開始できない場

合は退所となりますのでご注意ください。やむを得ない理由があり、お休みの期間が２か月

を超える場合は、事前に保育幼稚園課にご相談ください。 

なお、お休み中も保育料は満額かかります。 

 

Ｑ２８ 既に保育施設を利用している上の子がいて、下の子が誕生し保護者が育児休業を取得する場

合、上の子は保育施設を継続して利用できますか？ 

Ａ２８ 会社が証明する育児休業期間中、上の子は保育施設に在園することができます。認定内容の

変更を行う必要があるため、保育幼稚園課で手続きをしてください。 

 

Ｑ２９ ならし保育について教えてください。 

Ａ２９ 入所後、午前中まで、昼食、午睡、夕方までと徐々に保育時間をのばすことが出来ます。 

入所の当日から長時間保育になると、環境等の急激な変化がお子さんにとって大きな負担

となり、集団生活に慣れにくくなることがあるため、保育所等とご相談ください。 

※ならし保育は任意です。 
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